


令和５年４月１日改定 

製造の請負契約に係る共通仕様書 
 

第１条 受注者は、契約書に定めるもののほか、この共通仕様書並びに別添個別仕

様書及び資料に従って、電子計算機による出力帳票（以下「契約目的物」とい

う。）の、ブッキング、カッティング、シーリング等の加工、輸送及び契約目

的物に関するその他の作業（以下「契約業務」という。）を履行しなければな

らない。 

 

第２条 受注者は、契約業務の履行上知り得た契約目的物の内容について、業務中

及び業務完了後も一切、他人に漏らしてはならない。 

 

第３条 受注者は、契約業務を発注者の許可なく第三者に委任し、又は請け負わせ

てはならない。 

 

第４条 受注者は、契約目的物及び契約目的物の内容を契約業務の履行以外の用途

に使用してはならない。 

 

第５条 受注者は、契約目的物及び契約目的物の内容を複写し、若しくは複製し、

又は第三者に提供してはならない。 

 

第６条 受注者は、契約業務の履行において、契約目的物及び契約目的物の内容の

漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するために、作業手順を作

成し、作業場所、保管場所、及び輸送車両の管理体制を確立し、契約業務担当

者への監督及び教育を行い、防災防犯対策及びその他の安全対策を講じなけれ

ばならない。 

 

第７条 発注者は、必要があると認めるときは、契約業務の履行状況、作業手順、

管理体制、防災防犯対策、及びその他の安全対策について、受注者に対して報

告を求め、又は受注者の作業場所及び保管場所等に立ち入って検査し、必要な

指示及び是正の要求を行うことができる。 

２ 発注者は、受注者の第６条及び前項に定める作業手順、管理体制、防災防犯対

策その他の安全対策の不備により、契約目的物及び契約目的物の内容について、

漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん及び盗難による被害が生じた場合は、契約

を解除することができる。 

３ 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、受注者に賠償請求を行な

うことがある。 

４ 受注者は、第２項の規定により契約の解除があったときは、発注者にその損失

の補償を求めることができない。 

 

第８条 受注者は、個人情報を含む契約目的物を適正に管理するために、個人情報

管理責任者を置かなければならない。 

 

第９条 受注者は、契約業務担当者に個人情報を含む契約目的物を取り扱わせるに



当たっては、契約業務担当者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市

個人情報保護条例を遵守しなければならないことを周知するとともに、個人情

報の適正な管理が図られるよう、契約業務担当者に対する必要かつ適切な監督

を行なわなければならない。 

 

第 10 条 受注者は、契約目的物の搬出及び搬入について、複数人による作業を行

い、盗難又は紛失が発生しないよう、万全の対策を講じなければならない。 

 

第 11 条 発注者及び受注者は、発注者の作成する「授受簿」に、発注者及び受注

者の記名又は押印を双方で確認した上で、契約目的物の授受を行なわなければ

ならない。 

 

第 12 条 受注者は、契約目的物及び契約目的物の内容の全部又は一部の漏えい、

滅失、き損、遺失、改ざん、盗難等があったときは、代品を納め、若しくは代

品に代え、又は代品を納めるとともに損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

を賠償しなければならない。 

 

第 13 条 受注者は、契約業務の履行中に、機器障害等により、契約目的物にき損

が生じたときは、直ちに当該目的物を添えて発注者に申し出て、発注者の指示

に従わなければならない。 

 

第 14 条 受注者は、契約目的物を発注者に引き渡す前に、契約目的物に火災又は

盗難等の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知しその指示に従い、遅滞

なく書面で報告しなければならない。 

 

第 15 条 発注者は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契

約の目的に適合しないものであるときは、受注者に対してその修補、代替物の

引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せ

て損害（第三者に及ぼした損害を含む）の賠償を請求することができる。 

２ 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から１年以内にその旨を

通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受

注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった

ときは、この限りではない。 

３ 発注者は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完

がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目

的を達することができないときは、契約の全部又は一部を解除することができ

る。 

４ 第１項及び第３項の規定は、契約不適合が発注者の提供した貸与品又は発注者

の指示によって生じたときは適用しない。ただし、受注者がその貸与品又は指

示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りで

はない。 

 

 

 


